
海外安全対策情報（平成２６年１０月～１２月） 

 

１ 社会・治安情勢 

(1) テロの傾向 

ア パキスタン軍により現在継続されているテロリスト掃討を目的とした連邦直

轄部族地域（ＦＡＴＡ）北ワジリスタン及びハイバル管区への軍事作戦が、順調

に推移している旨の報道がなされる中で、本期間においても治安当局を標的とし

た報復テロ・襲撃事件が、ＦＡＴＡ及び近隣のハイバル・パフトゥーンハ（ＫＰ）

州を中心に各地で頻発した。特に、１１月２日、パンジャブ州ラホール市郊外の

観光地ワガー国境において６０名以上が死亡する自爆テロが発生し、複数のテロ

組織より犯行声明が出された。また、１２月１６日には、ＫＰ州ペシャワールの

軍運営の公立学校が、軍服を着たテロリストにより襲撃され、１４０名以上の子

供や教師が無差別に殺害される大規模なテロ事件が発生した。同日、パキスタ

ン・タリバン運動（ＴＴＰ）より軍事作戦に対する報復活動であるとの犯行声明

が出された。本事件を受け、パキスタン政府は、収容中のテロリストに対する死

刑執行の一時停止措置を解除すると発表し、実際に死刑執行されたこともあり、

さらなるテロリストの報復活動が懸念される。また、国内各地域において、宗派

間による衝突が頻発した。当期間のテロ発生件数については、９月７９件（前期

分）、１０月８６件、１１月９３件（パキスタン平和研究所調べ）と微増で推移

した。  

イ 首都イスラマバード市内の治安情勢については、当期間中においてもテロ事

件等の発生はなく情勢は平穏に推移した。しかしながら、パキスタン軍による

軍事作戦に対する報復テロの脅威が危惧される中、同市に軍を展開させること

を容認する等を規定した憲法２４５条の適用が１０月末で期限切れとなってい

たが、１１月１日よりさらに３ヶ月延長され、軍及び治安当局による厳重な治

安維持が継続して行われている。この様な警備措置がとられている中、１１月

２４日には、市内の商業地区において、手榴弾、爆発物等を所持したテロリス

トが治安当局により逮捕される等、市内におけるテロ容疑者の拘束又は爆発物

の摘発事案が相次いでいる。また、軍事作戦地域からのテロリストの大都市へ

の移動拡散が懸念されていることからも、本期間のイスラマバードの治安情勢

は治安当局による警備措置により保たれている部分が大きく、今後においても、

潜在的なテロの脅威下にあると言える。   

(2) デモの傾向 

８月１５日より行われたパキスタン正義党(ＰＴＩ)及びパキスタン大衆運動

(ＰＡＴ)による現政府に対する抗議活動（座り込み）は、長期継続された。１０

月初旬のイード（当地祝日）を期に、イスラマバードでの集会の規模は数百人程

度と縮小する中、１０月２１日、ＰＡＴは、解散宣言を発表し抗議活動に終止符



を打った。しかし、ＰＴＩの抗議活動については、１１月３０日に、イムラン・

カーンＰＴＩ党首による呼びかけで約４万人が参加する大規模な政治集会が開催

された。この際、治安当局による厳重な警備体制が敷かれたことから目立った混

乱等なく政治集会は終了したものの、同党首は、以後パキスタン国内で大規模な

抗議活動（幹線道路等を封鎖する）を行うと宣言し、１２月８日にファイサラバ

ード、１２月１２日にカラチ、１２月１５日にラホールで抗議活動を行い、ファ

イサラバードにおいては死傷者が出る事態となった。しかしながら、１２月１６

日に発生したペシャワールでの学校襲撃事件を受け、１２月１８日をもって一連

の抗議活動を終了した。 

その他の抗議活動としては、ペシャワールでの学校襲撃事件を受けて、１２月

１９日、多数の市民活動家が、ＴＴＰに対して擁護的な姿勢を示すイスラマバー

ド市内Ｇ６地区に所在する宗教施設（ラール・マスジット）に押し寄せ、一時治

安当局と小規模ながら衝突する事態となった。 

 

２ 一般犯罪・凶悪犯罪の傾向 

 (1) 邦人被害事案 

   発生なし。 

(2) 銃器使用犯罪 

本期間においても、前期と同様に銃器の押収事案が相次いだ。当地においては、

闇市場において銃器が違法に売買されており、容易に入手できることから、銃器が

様々な犯罪に使われている。特に、ラーワルピンディ市等の都市においては、銃器

を使用した強盗等の一般犯罪が恒常的に発生しており、特に主要道路から外れた路

地においては、その危険性が高まることから十分な注意が必要である。 

また治安機関を狙った検問所への襲撃事件やポリオ・ワクチン接種従事者に対す

る発砲事件も散発しており、治安当局は、銃器の取締りを強化しているが、違法に

所持し摘発されるケースが後を絶たず、これら銃器の蔓延が問題となっている。 

(3) 招き入れ型侵入犯罪 

イスラマバードは、富裕層が多く居住しており、各家屋には、警備員やドライバ

ー等の使用人を雇っている者が多いが、これら使用人が犯罪者側と共謀し、家屋内

に招き入れて犯罪に荷担する事件が過去に発生している。今後においても、同種犯

罪が発生する可能性も否定できない。 

(4) 名誉殺人 

当地特有の犯罪として、女性の婚前・婚外交渉や、家族の決めた相手との結婚

を拒否されたことで家族の名誉が汚されたものと見なし、その家族等が名誉を守る

ためとして、交際相手や身内を殺害するといった殺人事件が後を絶たない。 

(5) 強 姦 

当地では、強姦を含めた性犯罪事件の発生件数は高い。また、同種事件が発生し



た場合においては、被害者が警察に届け出ることは非常に希である。被害女性が逆

に姦通罪に処されたり、男性を誘惑したとの誹りを受ける場合が多く、これら事件

の立件が極めて困難であることが指摘される。また、当地マスコミは被害者の氏名

だけでなく、時としてその親族等の氏名をも大々的に報道するため、二次被害を被

るおそれがあるなどの理由が考えられる。 

(6) その他 

本期間は、治安当局による報復テロ等に対する厳重な取締りが行われた結果、

アフガニスタンからの不法滞在者の検挙が多く報告された。 

また、連日のように、銃器・薬物・酒類が押収される事象が報じられている。 

 

３ テロ事件発生状況 

２０１４年１月から１１月までのテロ事件の件数及び死傷者数は次のとおり。 

１月  １７１件、死者 ２５８名、負傷者 ４４６名 

２月  １３２件、死者 １９２名、負傷者 ３５６名 

３月  １１４件、死者 １２９名、負傷者 ２７４名 

４月   ８４件、死者 １２３名、負傷者 ３６５名 

５月  １０５件、死者 １０６名、負傷者 １６５名 

６月  １００件、死者 １６８名、負傷者 ２４１名 

７月   ９９件、死者 １１２名、負傷者 １２４名 

８月   ８５件、死者  ９７名、負傷者 １３６名 

９月   ７９件、死者 １０１名、負傷者 １７６名 

１０月  ８６件、死者  ９８名、負傷者 ２２８名 

１１月  ９３件、死者 １５２名、負傷者 ３６７名 

                ※ パキスタン平和研究所調べ 

 

４ 安全を考える上で参考となる事件   

(1)   １０月１７日、ラーワルピンディ市内の民家で行われていた結婚式において、出

席者による祝砲として上空に向けて発砲した弾が他の出席者の頭部に当たり、１名

が死亡した。 

(2)  １０月１８日、ラーワルピンディ市内ベナジールブット道路において、バイクで

移動中のパキスタン人夫婦が、同じくバイクに乗った２名の男に呼び止められ、銃

を突きつけられ、装飾品、現金、携帯電話を奪われる事件が起きた。 

(3)  １１月１０日、ラーワルピンディ市サディカバッド（Sadiqabad)地区において、

葬儀会場の警備任務にあたっていた警察官らに対し、バイクに乗った３人のテロリ

ストが検問所の突破を試み、制止した警察官らが銃撃を受けた。本事件において、

警察官２名が殺害されるとともに、付近にいた一般市民を含む２名が負傷した。 

(4)  １１月２４日、治安当局は、イスラマバード市内アッパラ地区において、手榴弾



及び自爆ジャケットに用いる起爆装置や爆薬等を所持した男を逮捕した。同男は、

市内で別の男と会い自爆ジャケットを完成させた上で、自爆テロを実行する予定で

あったと報じられている。 

(5)  １２月２３日、ラーワルピンディ発タキシラ行きの公共バスにおいて，最後の乗

客がタキシラで降りる際、荷台に荷物が残っていることに乗客が気づき、不思議に

思い運転手と中身を確認したところ爆発物と判明した。警察が現場に駆けつけ規制

線を強いた上で調べたところ、２００グラムの爆発物と分かり、警察の爆発物処理

班が同爆弾を撤去した。 

(6)  １２月２４日、ラーワルピンディ市内の私立学校において、同学校を爆破する旨

の脅迫電話があり、警察が駆けつける騒ぎとなった。警察が、学校敷地内を探すも

爆発物は発見されなかったものの学校周辺の特別警戒が行われた。 

 

５ 誘拐・脅迫事件発生情報 

   本期間中における外国人の誘拐事件の発生は、前期に続き確認されていない。当地

でのパキスタン人に対する誘拐事件の発生は後を絶たず、富裕層に対する犯行のみな

らず、アフガニスタン等への人身取引を目的とした女児の誘拐事件が発生している。

過激派又は武装組織が資金稼ぎのため、解放条件となる身代金獲得を目的として犯行

に及ぶケースの他、一般犯罪組織が誘拐した被害者を金銭目的で武装勢力に売り渡す

というケースもあり、半ばビジネス化している。 

 

６ 日本企業の安全に関わる諸問題 

  当地においては、テロの脅威のみならず、一般犯罪も多発している。また、８月中

旬から行われたＰＴＩ及びＰＡＴによるイスラマバード市内での抗議活動は、１２月

１８日に収束したものの、同期間中、国内各都市の各幹線道路が封鎖されるなど日本

企業にとって安全な企業活動が確保されにくい状況であった。 

今後の企業活動を考える上で、まずテロ事件に巻き込まれないための注意が必要で

ある。現在、軍によるテロリスト掃討を目的とした軍事作戦が継続中であり、また１

２月１６日のペシャワールでの学校襲撃事件を受け、収容中のテロリストに対する死

刑執行停止措置が解除され死刑の執行が再開されたことから、これらに対する報復テ

ロが活発化することが懸念される。現在、イスラマバード及びその他の大都市におい

ては、「ハイアラート」の状態として軍や警察当局による厳重な警備体制が敷かれて

おり、連日、テロ容疑者の拘束及び爆発物の摘発事案が相次いでいる。さらには、６

月１６日に発出されたＴＴＰによる外国人又は多国籍企業を攻撃対象とする旨の声

明からも、テロの脅威は依然と高く、引き続き警戒が必要と思われる。これまでのと

ころ、外国人又は外国権益等に対する具体的なテロ活動は確認されていないが、企業

活動においては、これら動向について注視しつつ、活動する地域の最新の治安情勢を

把握し、それに応じた行動方針、警備体制や連絡体制を構築・維持することが重要で



ある。 

また、当国政府の政策として外国人の入域を制限している地域が国内各地に存在し、

そのような地域へ許可なく入った場合には、現地当局による安全対策がなされないば

かりか、仮に犯罪に巻き込まれたとしても通常の警察活動を期待することはできない。 

   （以上） 


